
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため、この条例を制定する

ものである。 

 

 

議案第 ３ 号 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

平成３１年 ２ 月１２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１９年川崎市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号を削り、同項第２号中「児童福祉法第１２条」を「児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項」に改め、同号を同項第

１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同項第４号中「前３号」を「前２号」

に改め、同号を同項第３号とし、同項中第５号を第４号とし、第６号を第５号

とし、同条第２項第１号中「第５号」を「第４号」に改め、同項第２号中「前

項第６号」を「前項第５号」に改める。 

 第５条第１項第１号中「児童福祉施設等」を「児童福祉法第７条第１項に規

定する児童福祉施設等」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 児童福祉施設における児童の養護等の業務に従事した職員に福祉業務等手当

を支給しないこととするため、この条例を制定するものである。 




